
令和７年度処遇改善等加算については、こども家庭庁においてその制
度の内容の変更が検討されています。

本資料は、こども家庭庁ＨＰにおいて公表されている第8回子ども・子育
て支援等分科会資料「処遇改善等加算Ⅰ～Ⅲの一本化について」（令
和6年12月19日成育局保育政策課）に基づいて作成するものです。

本資料の内容は、検討中のものや「案」のものが多く、記載の内容から
変更が生じる可能性が大いにあること、御承知おきいただきますようお
願いいたします。

なお本資料内において市処遇Ⅱ ・Ⅲに関する記載はありませんが、市
処遇Ⅱ ・Ⅲの制度に変更が生じる場合には、別途通知いたします。
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国による賃金状況・費用の使途の見える化について

令和６年度人件費改定分や処遇改善等加算が現場の保育士等に
確実に行き渡ることを確認するため、こども家庭庁から、都道府県を
通じて、市町村（川崎市）に対し、各施設における人件費改定分及
び処遇改善等加算の使途に係る資料提出の依頼があり、こども家
庭庁においてその効果を検証することとなっています。

具体的には、処遇改善等加算Ⅰの実績報告書の様式を活用し、川
崎市が各種資料を都道府県を通じてこども家庭庁宛て提出すること
となる予定ですので、御承知おきください。

また、保育所等に対しても、収支計算書や職員給与の状況等につ
いて報告することを依頼される可能性がございます。
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処遇改善等加算の一本化の体系
・処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを、「処遇改善等
加算（仮称）」として一本化。

・加算内で、「区分１（基礎分）」、「区分２（賃
金改善分）」、「区分３（質の向上分）」の各区
分として整理。

・従来の処遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件
分）と処遇改善等加算Ⅲが統合され、 「区分
２（賃金改善分）」に区分。

・従来の処遇改善等加算Ⅱは、 「区分３（質
の向上分）」として区分される。

・「区分１（基礎分）」の要件として、1年間の経
過措置を設けた上で、キャリアパス要件が設
定される。

引用：処遇改善等加算Ⅰ～Ⅲの一本化に
ついて
（こども家庭庁成育局保育政策課）
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区分２・区分３の配分ルールについて
・【区分３（質の向上分）】＝従来の処遇改善等加算Ⅱの配分ルールについて柔軟化
⇒○配分対象者について、年度内で研修修了を予定しており、副主任保育士等に準ずる職位や職務命令を受けている者を配分対象と

して認める。
※施設全体として、従来の副主任保育士等の発令等及び研修受講要件を満たす職員数が要件以上に実際にいることが必要。
※職員数A、Bについて人数が確保できない場合は、確保した人数分の加算額を給付

○月額４万円を支給する副主任保育士等が一人以上いることとしていた要件を撤廃。

・【区分２（賃金改善分）】＝従来の処遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分）と処遇改善等加算Ⅲを統合したものについて、支給要件を整理。
⇒「区分２（賃金改善分）」と「区分３（質の向上分）」の合計額について、加算額の1/2以上が基本給・決まって毎月支払われる手当によ
るものとする。

引用：処遇改善等加算Ⅰ～Ⅲの一本化について
（こども家庭庁成育局保育政策課）
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・加算額の算定方法及び全額賃金改善に充てる要件は従来と同様
※算定人数は加算額の上限とし、施設で確保したA・Bの人数分について加算額を給付

区分３の配分ルールについて

引用：処遇改善等加算Ⅰ～Ⅲの一本化について
（こども家庭庁成育局保育政策課）
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・加算をまとめて確認する介護分野の賃金改善の取扱いを踏まえた確認方法に見直し
⇒○「区分２」と「区分３」をまとめた加算総額で賃金改善額を確認する
○新規事由の有無による確認を見直し
○加算額等の影響を除いた賃金水準で比較し、児童数や加算額の減、施設独自の改善額の影響を比
較から除く
○「特別事情届出書」を設け、労使の合意の下で起点となる賃金水準を「必要最小限な範囲」に引き下
げる特例措置を認める

賃金改善の確認方法について

引用：処遇改善等加算Ⅰ～Ⅲの一本化について
（こども家庭庁成育局保育政策課）
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賃金改善の確認方法のイメージ

引用：処遇改善等加算Ⅰ
～Ⅲの一本化について
（こども家庭庁成育局保育
政策課）
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